
導入促進基本計画

１ 先端設備等の導入の促進の目標

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等

鹿児島市は、九州南端鹿児島県本土のほぼ中央に位置し、雄大な桜島と波静か

な錦江湾に代表される多彩な自然、世界に誇りうる魅力ある歴史・文化など豊か

な地域資源に恵まれ、商業・交通などの多様な都市機能が集積する南九州の中枢

中核都市である。

本市の人口は、2010 年までの国勢調査では増加傾向にあったが、その後、2013

年の推計人口 607,604 人を境に減少し始め、2020 年の国勢調査では、593,128 人

に減少している。

また、同年の国勢調査人口を年代別にみると、図１に示すとおりであり、0～

14 歳は 75,680 人（13.6％）、15～64 歳は 321,038 人（57.8％）、65 歳以上は

158,804 人（28.6％）となっており、今後、老年人口（65歳以上）がさらに増加

し、生産年齢人口（15～64 歳）が減少することが見込まれる。
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【図１】2020年（令和2年）国勢調査（総務省統計局）
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本市の産業構造については、令和 3年の全産業（民営）の事業所数が 26,595

事業所、従業者数が 274,681 人となっており、産業別事業所数は「卸売業、小売

業」が全体の 26.2％で最も多く、次いで「宿泊業、飲食サービス業」が

11.4％、「医療、福祉」が 11.1％となっている。

第３次産業が全体の 9割弱を占め、本市を支える主な産業として、商業・サー

ビス業、医療・福祉分野を中心とした経済活動が行われている。【図２参照】

雇用情勢については、鹿児島公共職業安定所管内の有効求人倍率は、令和元年

度に 1.53 倍だったものが、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した令和 2

年度に 1.20 倍に低下した後、令和 3年度以降は回復傾向で推移し、令和 5年 4

月は 1.25 倍となっている。

さて、本市では、地域経済の活性化を図り、これからの本市の更なる発展につ

なげていくため、令和 4年 4月に「第 2期鹿児島市商工業振興プラン」を策定

し、「多彩な“人財”が活躍し、持続可能な経済活動が展開されるまち・かごし

ま」を目指す将来像として掲げている。この将来像の実現に向けて、新たな産業

の創出や地域を支える産業の成長促進などを施策の柱に各種施策を計画的かつ効

果的に推進し、本市のにぎわいと活力の創出や安定的な雇用の確保につなげてい

くこととしている。

このような取組を進める中で、第１次産業においては、農業従事者の高齢化や

生産環境の変化、遊休農地の増加といった課題に直面しており、次世代の担い手

事業所数 従業者数

構成比(%) 構成比(%)

26,595 100.0 274,681 100.0

第１次 90 0.3 1,241 0.5

10 0.0 58 0.0

2,323 8.7 19,796 7.2

1,109 4.2 16,419 6.0

3,442 12.9 36,273 13.2

6,966 26.2 61,639 22.4

3,036 11.4 24,779 9.0

2,952 11.1 57,715 21.0

10,109 38.0 93,034 33.9

23,063 86.7 237,167 86.3

【図2】産業別事業所数、従業者数の推移（民営事業所のみ）

令和3年

出典：統計局　経済センサス‐活動調査（令和3年6月1日現在）
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の確保・育成、スマート農林水産業の推進などによる生産性の高い農業を振興す

る必要がある。

第２次産業においては、従業者数が全体の１割以上を占めるなど、雇用の受け

皿として重要な役割を担っており、本市の経済に与える影響も大きい中、経営者

の高齢化や人手不足といった課題に対応するため、生産性の向上やイノベーショ

ンによる企業体質の強化、新事業への挑戦、企業経営者の育成等に取り組む必要

がある。

また、第３次産業については、本市を支える主な産業として、より一層の底上

げを図る必要があり、これら全産業において、市内中小企業の全体的な生産性の

向上により、本市域内の産業発展と経済活性化へとつなげることが喫緊の課題で

ある。

（２）目標

本市では、中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づく導入促進基本

計画を策定し、中小企業者による生産性向上のための取組が積極的に行われるよ

う先端設備等の導入を促すことで、南九州における先導的な産業活動の拠点とし

て、域内の地域経済を牽引し、更なる産業発展を図ることを目指す。

これを実現するため、計画期間中に 50件程度の先端設備等導入計画の認定を

目標とする。

（３）労働生産性に関する目標

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に

関する基本方針に定めるものをいう。）が年平均３％以上向上することを目標と

する。

２ 先端設備等の種類

本市の産業は、多様な業種が経済・雇用を支えており、広く事業者の生産性向上

を実現する必要がある。したがって、多様な産業の多様な設備投資を支援する観点

から、本計画において対象とする設備は、中小企業等経営強化法施行規則第７条第

１項に定める先端設備等全てとする。

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項

（１）対象地域

本市の産業は、市内の全域に立地しており、広く事業者の生産性向上を実現す

る観点から、市内全域を本計画の対象地域とする。



（２）対象業種・事業

多様な業種が本市の経済、雇用を支えており、本市内の中小企業者の幅広い取

組を促すことにより、生産性向上を実現する必要がある。

①対象業種

   本計画において対象とする業種は、全業種とする。

  ②対象事業

   本計画において対象とする事業は、労働生産性が年率３％以上に資すると見

込まれる全事業とする。

４ 計画期間

（１）導入促進基本計画の計画期間

導入促進基本計画の計画期間は２年間（令和５年７月２４日～令和７年７月２

３日）とする。

（２）先端設備等導入計画の計画期間

先端設備等導入計画の計画期間は３年間、４年間又は５年間とする。

先端設備等導入計画の期間 目標伸び率（計画期間終了時）

３年間 ９％以上

４年間 １２％以上

５年間 １５％以上

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項

先端設備等導入計画の認定に際しては、以下の点に配慮するものとする。

（１）人員削減を目的とした取組は先端設備等導入計画の認定の対象としない、設

備導入に伴う人員増が労働生産性の評価に当たって不利にならない等、雇用の

安定に配慮する。

（２）公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについて

は先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮

する。


